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一人ひとりの平和の願いをもとに行動する平和NGOです
「平和新聞」（旬刊）、「平和運動」（月刊）発行中

武器輸出より”平和”の輸出を！

年末の「防衛装備移転三原則」改定で
できるようになったこと

改定後
第三国へ部品や技術を輸出可。
※完成品の直接輸出は議論継続
ライセンス元国へ完成品を輸出可。
元国から第三国への輸出も可。ただ
し戦闘中と判断される国を除く
5類型に係る業務や自己防護に必要
なら殺傷武器の輸出可能に。
※類型の拡大は議論継続
部品自体に殺傷能力がなければ輸
出可
ウクライナ以外にも自衛隊法上の武
器に当たらなければ輸出可
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改定前
共同開発の相手国にの
み輸出可能
米国のライセンス生産
品に限り部品のみ可
能。完成品は不可
救難、輸送、警戒、監
視、掃海の活動用途に
限る。殺傷武器は不可
5類型などに該当しなけ
れば不可
ウクライナに殺傷能力
のない武器を提供
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